
グリーンモール維持管理業務 仕様書 別紙１

業務は、委託契約書の実施箇所（以下「実施箇所」という。）の清掃等を行うものとする。
業務の種類、実施時期等は以下のとおり。

1． 清掃指定日

（　4月　） 6日、 13日、 20日、 27日 4 回
（　5月　） 7日、 11日、 18日、 25日 4 回
（　6月　） 1日、 15日、 29日 3 回
（　7月　） 6日、 21日、 27日 3 回
（　8月　） 3日、 17日、 31日 3 回
（　9月　） 7日、 14日、 24日、 28日 4 回
（　10月　） 5日、 13日、 19日、 26日 4 回
（　11月　） 2日、 16日、 24日、 30日 4 回
（　12月　） 7日、 14日、 21日、 28日 4 回
（　1月　） 4日、 18日 2 回
（　2月　） 1日、 15日 2 回
（　3月　） 1日、 15日 2 回

回

2． 除草

4月、 7月、 10月 計 3 回

※ 　４月については、先帝祭直前に行うこと。

3． 樹木剪定

剪定下木A　　ツツジ類 4～6月 計 1 回
※

剪定下木B　　ツツジ類以外 8月 計 1 回

剪定下木C　　生垣類 11月～12月 計 1 回

剪定上木 9月～12月 計 1 回

※ 　指定月内に実施箇所の清掃等を実施すること。
　実施日については、指定がある場合は指定日を基準とする。
　特に指定がない場合は、委託者と協議の上、決定する。
　また、予定月によりがたい場合においても、委託者と協議の上、決定する。

※ 　清掃等に当たっては、管理業務委託共通仕様書を遵守すること。
※ 　除草及び種別ごとの剪定の具体的な内容は、別紙２のとおりとする。
※

　その場合、剪定等をする樹木等については、委託者が指定する。
※ 　業務実施前に本数及び幹周について、別紙2記載内容と現場確認を行い、

照合した内容を速やかに報告書（様式任意）として提出すること。

合 計 39

　剪定下木Ａ（ツツジ類）については、花期終了後花芽がつく前までに剪定を終わらせること
とする。

  台風等その他やむを得ない事由により剪定等の対象となる樹木等の面積又は本数が減少
した場合は、受託者は、減少した面積又は本数と同等の面積又は本数の剪定等を行うものと
する。



グリーンモール維持管理業務 別紙２

清掃 除草
上木３ 下木（㎡） 清掃（㎡） 除草（㎡） A B C

トウカエデ 5 5
サンゴジュ 5 5
ケヤキ 16 16
ナンキンハゼ 18 18
クスノキ 12 12
ツバキ 8
モッコク 32 10
ヤマザクラ 2 2
カシ 2 2
タイサンボク 4 4
クロガネモチ 21 10
ネズミモチ 1 1
ムクゲ 2 2
ウバメガシ 3 3
イチョウ 1 1
エノキ 1 1
シンジュ 1

ハマヒサカキ 416 133 20
トベラ 48 24 11
シャリンバイ 212 29 6
アベリア 220 35 10
ジンチョウゲ
ネズミモチ 1,104 226 224
シシガシラ 1,052 102
ヒラドツツジ
サツキツツジ
アオキ 8
タマイブキ 16
ウバメガシ 8
マサキ 96 47
モッコク 120 57 32
サザンカ垣

本 m2 m2 m2 ㎡ ㎡ ㎡ 本

※１　除草及び下木面積の欄以外の数値は、樹木の本数を示している。なお、除草及び剪定の数値は業務量の目安とする。
※２　上木３とは特殊樹である。

全体の実在数量状況（参考） 剪定下木（㎡）
位置 樹種名 剪定上木

568 317

134 3,868 2,087 1,075 419 551 303 92

竹崎町一丁目　　　　
～上条町

2,087 1,075




